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中間貸借対照表（平成１８年９月３０日現在） 
（単位：百万円） 

科    目 金    額 科    目 金    額 

( 資 産 の 部 )  ( 負 債 の 部 )  

現 金 預 け 金 ２３,３０６ 預 金 ７３０,７８６ 

コ ー ル ロ ー ン １６,９２３ 外 国 為 替 ４ 

買 入 金 銭 債 権 １２１ そ の 他 負 債 ５,６７４ 

商 品 有 価 証 券 ５２２ 役 員 賞 与 引 当 金 ３ 

有 価 証 券 １２６,２８５ 退 職 給 付 引 当 金 ２,７０５ 

貸 出 金 ５８５,３７４ 再評価に係る繰延税金負債 １,０９３ 

外 国 為 替 ７０８ 支 払 承 諾 ３,１２８ 

そ の 他 資 産 ８,９２５ 負 債 の 部 合 計 ７４３,３９５ 

有 形 固 定 資 産 １１,３１２ ( 純 資 産 の 部 )  

無 形 固 定 資 産 ３５７ 資 本 金 ５,４８１ 

繰 延 税 金 資 産 ３,５４２ 資 本 剰 余 金 １,４８７ 

支 払 承 諾 見 返 ３,１２８  資 本 準 備 金 １,４８７ 

貸 倒 引 当 金 △ ２,９９９  その他資本剰余金 ０ 

  利 益 剰 余 金 ２４,６６７ 

   利 益 準 備 金 ３,９９３ 

   その他利益剰余金 ２０,６７３ 

    役員退職慰労金積立金 １６８ 

    別 途 積 立 金 １９,６３７ 

    繰越利益剰余金 ８６８ 

  株 主 資 本 合 計 ３１,６３６ 

  その他有価証券評価差額金 １,３９７ 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ０ 

  土 地 再評価差額金 １,０７９ 

  評価・換算差額等合計 ２,４７６ 

  純 資 産 の 部 合 計 ３４,１１３ 

資 産 の 部 合 計 ７７７,５０９ 負債及び純資産の部合計 ７７７,５０９ 



注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 ２．商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

 ３．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法

人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものにつ

いては中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないも

のについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差

額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 ４．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 ５．有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除

く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。なお、主

な耐用年数は次のとおりであります。 

    建 物   ５年～５０年 

    動 産   ２年～２０年 

 ６．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

 ７．外貨建資産・負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

 ８．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

   破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及

びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書き

に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと

認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除した残額に、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を乗じた額を計上しております。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお

ります。 

   すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

   なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証に

よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金

額は５,９１１百万円であります。 

 ９．従来、役員賞与は、利益処分により支給時に未処分利益の減少として処理しておりましたが、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４号平成 17 年 11 月 29 日）が会社法施行日以後終了する事業年度の中間

会計期間から適用されることになったことに伴い、当中間期から同会計基準を適用し、役員に対する賞与を費

用として処理することとし、その支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を役員賞与引当金として計上して

おります。これにより、従来の方法に比べ営業経費は３百万円増加し、税引前中間純利益は３百万円減少して

おります。 

 10．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当中

間期末において発生していると認められる額を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は

以下のとおりであります。 

    数理計算上の差異   各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌期から損益処理 

 11．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

 12．外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取

引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）

に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替

変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象で

ある外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより

ヘッジの有効性を評価しております。 

   なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

 13．消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有

形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。 

 14．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 １００百万円 

 15．関係会社の株式総額            ７５百万円 

 16．有形固定資産の減価償却累計額     ９,８８５百万円 

 17．有形固定資産の圧縮記帳額        ３５２百万円 



 18．貸出金のうち、破綻先債権額は２,０５２百万円、延滞債権額は１０,２０７百万円であります。 

   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分

を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96

条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

 19．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は５５５百万円であります。 

   なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

 20．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は６,５２７百万円であります。 

   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債

権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 21．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１９,３４２百万円 

  であります。 

   なお、18．から 21．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 22．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商

業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ

の額面金額は６,３７９百万円であります。 

 23．担保に供している資産は次のとおりであります。 

    担保に供している資産 

      有価証券  １,０２９百万円 

    担保資産に対応する債務 

      預  金  １,７１４百万円 

   上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券３１,７０２百万

円及び貸出金１７,０００百万円を差し入れております。 

   また、その他資産のうち保証金は９２１百万円であります。 

 24．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に

計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

    再評価を行った年月日   平成１０年３月３１日 

    同法律第３条第３項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公

布政令第 119 号）第２条第４号に定める方法に基づいて奥

行価格補正等の合理的な調整を行って算出 

 25．１株当たりの純資産額  ４２７円８銭 

   「1 株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号平成 14 年９月 25

日）が平成 18 年１月 31 日付で改正され、会社法施行日以後終了する中間会計期間から適用されることになっ

たことに伴い、当中間期から同適用指針を適用し、１株当たり純資産額は「繰延ヘッジ損益」を含めて算出し

ております。 

 26．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。 

    満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額 
（百万円） 

時  価 
（百万円） 

差  額 
（百万円） 

地 方 債 １４,１３６ １４,０８４ △ ５２ 

合  計 １４,１３６ １４,０８４ △ ５２ 

 



    その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（百万円） 

中間貸借対照表計上額 
（百万円） 

評価差額 
（百万円） 

株  式 ４,９３３ ７,８９３ ２,９６０ 

債  券 １０４,６６１ １０４,０５５ △ ６０６ 

 国 債 ５６,８３８ ５６,４５４ △ ３８３ 

 地方債 ２６,９７５ ２６,７２９ △ ２４５ 

 社 債 ２０,８４７ ２０,８７０ ２３ 

合  計 １０９,５９４ １１１,９４８ ２,３５３ 

     なお、上記の評価差額から繰延税金負債９５６百万円を差し引いた額１,３９７百万円が、「その他有

価証券評価差額金」に含まれております。 

 27．時価評価されていない有価証券のうち、主なものの内容と中間貸借対照表計上額は、次のとおりであります。 

内  容 
中間貸借対照表計上額 
（百万円） 

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 
 子会社・子法人等株式 

 
７５ 

その他有価証券 
 非上場株式 
 非上場その他の証券 

 
１１９ 
５ 

 28．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は、１９６,７６５百万円であります。このうち原契約期間が１年以

内のものが１９５,６４３百万円あります。 

   なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず

しも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情

勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約

極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産

・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握

し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております｡ 

 29．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

 繰延税金資産  
  貸倒引当金損金算入限度額超過額 ２,９３５百万円

  退職給付引当金損金算入限度額超過額 １,０９９ 
  減価償却費損金算入限度額超過額 ２０８ 
  その他 ２５５ 

 繰延税金資産小計 ４,４９８ 

 評価性引当額 － 

 繰延税金資産合計 ４,４９８ 
 繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 △ ９５６ 
  その他 △ ０ 

 繰延税金負債合計 △ ９５６ 

 繰延税金資産の純額 ３,５４２百万円

 30．「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成 17 年 12 月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成 17 年 12 月

９日）が会社法施行日以後終了する中間会計期間から適用されることになったこと等から、｢銀行法施行規則｣

(昭和 57 年大蔵省令第 10 号)別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第 60

号平成 18 年４月 28 日）により改正され、平成 18 年４月１日以後開始する事業年度から適用されることにな

ったことに伴い、当中間期から以下のとおり表示を変更しております。 

   (1) 「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本及び評価・換算差額等に区分のうえ表示しております。 



     なお、当中間期末における従来の「資本の部」の合計に相当する金額は３４,１１３百万円であります。 

   (2) 「利益剰余金」に内訳表示していた「任意積立金」及び「中間未処分利益」は、「その他利益剰余金」

の「役員退職慰労金積立金」、「別途積立金」及び「繰越利益剰余金」として表示しております。 

   (3) 純額で繰延ヘッジ損失又は繰延ヘッジ利益として「その他資産」又は「その他負債」に含めて計上して

いたヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損

益」として相殺表示しております。 

   (4) 「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。 

   (5) 「動産不動産」は、「有形固定資産」、「無形固定資産」又は「その他資産」に区分して表示しており

ます。 

   (6) 「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」に含めて表示しております。 

 31．銀行法施行規則第 19 条の２第１項第３号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準）  10.35％ 

 



 

中間損益計算書（             ） 

 

 

（単位：百万円） 

科      目 金        額 

経 常 収 益    ９,６１７   

  資 金 運 用 収 益  ６,８２２     

  （うち 貸 出 金 利 息）  (  ５,９５９ )    

  （うち 有価証券利息配当金）  (   ６９５ )    

  役 務 取 引 等 収 益  １,５１６     

  そ の 他 業 務 収 益  １４５     

  そ の 他 経 常 収 益  １,１３１     

経 常 費 用    ８,６１５   

  資 金 調 達 費 用  ４６７     

  （うち 預 金 利 息）  (   ３６４ )    

  役 務 取 引 等 費 用  ６５６     

  そ の 他 業 務 費 用  ３７１     

  営 業 経 費  ５,２０２     

  そ の 他 経 常 費 用  １,９１７     

経 常 利 益    １,００１   

特 別 利 益    ９７   

特 別 損 失    ７０   

税 引 前 中 間 純 利 益    １,０２９   

法人税 ､ 住民税及び事業税    １,１８１   

法 人 税 等 調 整 額    △ ７６５   

中 間 純 利 益    ６１２   

      
注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 ２．１株当たり中間純利益金額 ７円６７銭 
 ３．「その他経常費用」には、貸出金償却２２４百万円、貸倒引当金繰入額１,６３８百万円を含んでおります。 

 

平成１８年４月 １日から 
平成１８年９月３０日まで 



中間連結財務諸表の作成方針 

 

 １．子会社、子法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。 

 ２．連結の範囲に関する事項 

 （１）連結される子会社及び子法人等   ２社 

    ・但銀ビジネスサービス株式会社 

    ・但銀リース株式会社 

 （２）非連結子会社及び子法人等 

    該当ございません。 

 ３．連結される子会社及び子法人等の中間決算日に関する事項 

   連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

    ９月末日    ２社 

 

中間連結貸借対照表（平成１８年９月３０日現在） 

 

（単位：百万円） 

科    目 金    額 科    目 金    額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

現 金 預 け 金 ２３,３０６ 預 金 ７３０,５２３ 

コールローン及び買入手形 １６,９２３ 外 国 為 替 ４ 

買 入 金 銭 債 権 １２１ そ の 他 負 債 ５,９４７ 

商 品 有 価 証 券 ５２２ 役 員 賞 与 引 当 金 ３ 

有 価 証 券 １２６,２１０ 退 職 給 付 引 当 金 ２,７２３ 

貸 出 金 ５８２,６３５ 再評価に係る繰延税金負債 １,０９３ 

外 国 為 替 ７０８ 支 払 承 諾 ３,１２８ 

そ の 他 資 産 ９,７７７ 負 債 の 部 合 計 ７４３,４２３ 

有 形 固 定 資 産 １３,３３６ （ 純 資 産 の 部 ）  

無 形 固 定 資 産 ３５７ 資 本 金 ５,４８１ 

繰 延 税 金 資 産 ３,５７０ 資 本 剰 余 金 １,４８７ 

支 払 承 諾 見 返 ３,１２８ 利 益 剰 余 金 ２４,６９９ 

貸 倒 引 当 金 △ ２,９９１ 株 主 資 本 合 計 ３１,６６８ 

  その他有価証券評価差額金 １,３９７ 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ０ 

  土 地 再 評 価 差 額 金 １,０７９ 

  評価・換算差額等合計 ２,４７６ 

  少 数 株 主 持 分 ３７ 

  純 資 産 の 部 合 計 ３４,１８３ 

資 産 の 部 合 計 ７７７,６０７ 負債及び純資産の部合計 ７７７,６０７ 



注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 ２．商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

 ３．有価証券の評価は､満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証

券のうち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平

均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 ４．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 ５．当行の有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設

備を除く｡）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。な

お、主な耐用年数は次のとおりであります。 

    建 物   ５年～５０年 

    動 産   ２年～２０年 

   連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法

により償却しております。 

 ６．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

 ７．当行の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

 ８．当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

   破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という｡）に係る債権及

びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という｡）に係る債権については、以下のなお書き

に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと

認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除した残額に、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を乗じた額を計上しております。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお

ります。 

   すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております｡ 

   なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証に

よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金

額は５,９１１百万円であります。 

 ９．従来、役員賞与は、利益処分により支給時に未処分利益の減少として処理しておりましたが、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４号平成 17 年 11 月 29 日）が会社法施行日以後終了する事業年度の中間

会計期間から適用されることになったことに伴い、当中間連結会計期間から同会計基準を適用し、役員に対す

る賞与を費用として処理することとし、その支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を役員賞与

引当金として計上しております。これにより、従来の方法に比べ営業経費は３百万円増加し、税金等調整前中

間純利益は３百万円減少しております。 

 10．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、数理計算上の

差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

     数理計算上の差異   各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

 11．当行並びに連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

 12．当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外

貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第

25 号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務

等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッ

ジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認するこ

とによりヘッジの有効性を評価しております。 

   なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

 13．当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

 14．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 １００百万円 

 15．有形固定資産の減価償却累計額   １０,６０９百万円 

 16．有形固定資産の圧縮記帳額        ３５２百万円 



 17．貸出金のうち、破綻先債権額は２,０５２百万円、延滞債権額は１０,２０７百万円であります。 

   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分

を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96

条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

 18．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は５５５百万円であります。 

   なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

 19．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は６,５２７百万円であります。 

   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債

権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 20．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１９,３４２百万円

であります。 

   なお、17．から 20．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 21．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商

業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ

の額面金額は６,３７９百万円であります。 

 22．担保に供している資産は次のとおりであります。 

     担保に供している資産 

      有価証券  １,０２９百万円 

     担保資産に対応する債務 

      預  金  １,７１４百万円 

   上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券３１,７０２百万

円及び貸出金１７,０００百万円を差し入れております。 

   また、その他資産のうち保証金は９２１百万円であります。 

 23．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、当行の事業用の土地の再評

価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

    再評価を行った年月日   平成１０年３月３１日 

    同法律第３条第３項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公

布政令第 119 号）第２条第４号に定める方法に基づいて奥

行価格補正等の合理的な調整を行って算出 

 24．１株当たりの純資産額  ４２７円４８銭 

   「1 株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号平成 14 年９月 25

日）が平成 18 年１月 31 日付で改正され、会社法施行日以後終了する中間連結会計期間から適用されることに

なったことに伴い、当中間連結会計期間から同適用指針を適用し、１株当たり純資産額は「繰延ヘッジ損益」

を含めて算出しております。 

 25．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。 

    満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
中間連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

時  価 
（百万円） 

差  額 
（百万円） 

地 方 債 １４,１３６ １４,０８４ △ ５２ 

合  計 １４,１３６ １４,０８４ △ ５２ 

 



    その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

評価差額 
（百万円） 

株  式 ４,９３３ ７,８９３ ２,９６０ 

債  券 １０４,６６１ １０４,０５５ △ ６０６ 

 国 債 ５６,８３８ ５６,４５４ △ ３８３ 

 地方債 ２６,９７５ ２６,７２９ △ ２４５ 

 社 債 ２０,８４７ ２０,８７０ ２３ 

合  計 １０９,５９４ １１１,９４８ ２,３５３ 

     なお、上記の評価差額から繰延税金負債９５６百万円を差し引いた額１,３９７百万円が、「その他有

価証券評価差額金」に含まれております。 

 26．時価評価されていない有価証券のうち、主なものの内容と中間連結貸借対照表計上額は、次のとおりであり

ます。 

内  容 
中間連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

その他有価証券 
 非上場株式 
 非上場その他の証券 

 
１１９ 
５ 

 27．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は、１９６,７６５百万円であります。このうち原契約期間が１年以

内のものが１９５,６４３百万円あります。 

   なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず

しも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありませ

ん。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行

申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、

契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行

内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております｡ 

 28．「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成 17 年 12 月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成 17 年 12 月

９日）が会社法施行日以後終了する中間連結会計期間から適用されることになったこと等から、｢銀行法施行

規則｣(昭和 57 年大蔵省令第 10 号)別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令

第 60 号平成 18 年４月 28 日）により改正され、平成 18 年４月１日以後開始する事業年度から適用されること

になったことに伴い、当中間連結会計期間から以下のとおり表示を変更しております。 

   (1) 「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本、評価・換算差額等及び少数株主持分に区分のうえ表示

しております。 

     なお、当中間連結会計期間末における従来の「資本の部」の合計に相当する金額は３４,１４５百万円

であります。 

   (2) 純額で繰延ヘッジ損失又は繰延ヘッジ利益として「その他資産」又は「その他負債」に含めて計上して

いたヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損

益」として相殺表示しております。 

   (3) 「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。 

   (4) 負債の部の次に表示していた「少数株主持分」は、純資産の部に表示しております。 

   (5) 「動産不動産」は、「有形固定資産」、「無形固定資産」又は「その他資産」に区分して表示しており

ます。 

   (6) 「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」に含めて表示しております。 

 29．銀行法施行規則第 17 条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）  10.36％ 

 

 



 

中間連結損益計算書（             ） 

 

 

（単位：百万円） 

科      目 金        額 

経 常 収 益    １０,３０６  

  資 金 運 用 収 益  ６,７９０    

  （うち 貸 出 金 利 息）  （５,９２６）    

  （うち 有価証券利息配当金）  （６９５）    

  役 務 取 引 等 収 益  １,５１６    

  そ の 他 業 務 収 益  ８８０    

  そ の 他 経 常 収 益  １,１２０    

経 常 費 用    ９,２９１  

  資 金 調 達 費 用  ４６７    

  （うち 預 金 利 息）  （３６４）    

  役 務 取 引 等 費 用  ６５６    

  そ の 他 業 務 費 用  １,２３２    

  営 業 経 費  ５,０２２    

  そ の 他 経 常 費 用  １,９１１    

経 常 利 益    １,０１５  

特 別 利 益    ９７  

特 別 損 失    ７０  

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益    １,０４３  

法 人税 ､ 住民税及び事業税    １,１８６  

法 人 税 等 調 整 額    △ ７６４  

少 数 株 主 利 益    ０  

中 間 純 利 益    ６２１  
      

注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 ２．１株当たり中間純利益金額 ７円７７銭 
 ３．「その他経常費用」には、貸出金償却２２４百万円、貸倒引当金繰入額１,６３１百万円を含んでおります。 

 

平成１８年４月 １日から 
平成１８年９月３０日まで 


